
公告Ｎｏ．３４

１
規格 単位 数量 納期

令和７年８月３１日

２ 入 札 方 式 ：

３ 入 札 日 時 ：

※１

※２

４ 入 札 場 所 ：

５ 参 加 資 格 ： （１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

６ 入 札 方 法 ：

７ 落 札 決 定 方 式 ：

８ 契 約 方 法 ：

９ 保証金に関する事項： （１）

（２）

１０ 入 札 の 無 効 ：

１１ 契約書等作成の有無：

１２ 契 約 条 項 ：

１３ そ の 他 ： （１）

（２）

（３）

（４）

（５）

令和７年６月１２日

公　　告

契約担当官

航空自衛隊第４航空団

会計隊長　小林　賢治

下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。

予算決算及び会計令第７０条に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得
ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

記

競争入札に付する事項：
品名（件名） 納地

航空祭における駐車場誘導、保安
検査及び交通誘導役務

特記仕様書のとおり 航空自衛隊松島基地

一般競争入札

令和７年６月３０日（月）１１時００分

郵便による入札の場合は、入札開始前までに到着した入札書を有効とする。

郵便による入札の場合は、再入札は辞退とみなす。

航空自衛隊松島基地会計隊入札室

航空自衛隊標準契約（請書）条項

予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の
要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、
当該者と同種の物品の売買又は製造もしくは役務請負について防衛省と契約を行おう
とする者でないこと。

原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。但し、
真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額
を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税
事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す
る金額を入札書に記載すること。

総額決定

確定契約

入札保証金：予決令第７７条第１項第２号により免除

契約保証金：予決令第１００条の３第３号により免除
（ただし、入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないとき
は入札保証金相当額（見積もる契約金額の１００分の５以上）を徴収する。）

５の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に反した入札は、無効とする。

有

令和７・８・９年度競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ
又はＤ等級のいずれかに格付けされ東北地域の競争参加資格を有する者であること。

本書記載事項の詳細は、次の連絡先まで照会のこと。
　　連絡先  〒９８１－０５０３　宮城県東松島市矢本字板取８５番地
　　　　　　　航空自衛隊第４航空団基地業務群会計隊契約班
　　　　　　　０２２５（８２）２１１１　（内線）２８７　　担当：奥村
　　　　　　　OKUMURAp4v@inet.aci.mod.go.jp

役務供給契約（請書）条項及び適用契約条項の関係条項による。

入札への参加を希望する場合は、事前にその旨を（5）の連絡先まで通知するととも
に、資格審査結果通知書の写しを提出すること。
（ＦＡＸ可　０２２５－８２－２２７１）

代理人の入札参加は委任状の提出を必要とする。

入札書に記載された金額の１００分の１１０に相当する金額に１円未満の端数がある
場合は、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られ
る金額をもって、申込みがあったものとする。

本入札は郵便入札のみとし、郵送等をした旨を（5）の連絡先まで通知すること。な
お、入札金額が同価の場合、予算決算及び会計令第８３条第２項により入札事務に関
係のない職員がくじを引くものとする。


